
 

 

入学金等納入について 

 

入学されるにあたり必要となる入学料、授業料および諸会費の納入について、以下のとお

り手続きをお願いします。 

 

①入学料について 

入学許可予定者オリエンテーションでお渡しする封筒「入学にともなう諸手続きにつ

いて」に同封の「入学料納入通知書兼領収書（４枚つづり）」に、受験番号・生徒氏名を記入

いただき、滋賀県内の下記取扱金融機関にて納入手続きをお願いします。 

金額 ５，６５０円 納入期限 令和８年３月３１日（火）厳守 

 

②滋賀県立高等学校授業料等口座振替依頼書について 

授業料※１および諸会費については、入学許可予定者オリエンテーションでお渡しする

封筒「入学にともなう諸手続きについて」に同封の「授業料等口座振替依頼書（様式１～３

号の３枚複写）」に、必要事項を記入・押印していただき預金口座開設店に３枚とも提出して

ください。なお、３枚すべて金融機関が受け取られますので、本人控えはありません。控

えが必要な場合は、事前にご自身でコピーをお取りください。 

口座振替依頼書の金融機関窓口への提出期限 令和８年３月１９日（木）厳守 

  短期間で申し訳ございません。オリエンテーション後、早急に手続きをお願いします。 

 

取扱金融機関   

・（株）滋賀銀行・（株）福井銀行・（株）大垣共立銀行・（株）京都銀行 

・（株）関西みらい銀行・滋賀中央信用金庫・長浜信用金庫・湖東信用金庫 

・京都信用金庫・京都中央信用金庫・滋賀県民信用組合 

・滋賀県信用組合・京滋信用組合・近畿産業信用組合・近畿労働金庫 

・滋賀県信用農業協同組合連合会  

・滋賀県下各農業協同組合（※農協は県内のみ） 

注意： ゆうちょ銀行、（株）みずほ銀行、（株）三菱 UFJ 銀行、（株）りそな銀行、 

三井住友信託銀行(株)およびネット銀行系ではお取り扱いできません。 

 

※１ 高校授業料の無償化（高等学校等就学支援金）について  

   高等学校等就学支援金制度の所得制限が撤廃され、授業料は実質無償化されました。

申請手続きの詳細については、入学後に案内します。 
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